
要回覧

み春野自治会員の皆様へ

今月は以下が回覧されています。

会員の皆様には自治会から発信されている文書には必ず一度目を通して頂くようお願いします。

ご家族全員で情報共有頂きますようお願いします。

回　覧 発　信　番　号 部　数

○ み自発第２２－５０号 み春野自治会たより第０９号 回覧部数分

○ み自発第２２－５１号 会計月次報告（令和４年１２月度） 回覧部数分

○ み自発第２２－５２号 拾得物ルールの周知について 回覧部数分

○ 学校だより　No.９（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは　No.８（こてはし台中学校） 回覧部数分

○ 暮らしの情報　いずみ（１１月号） 回覧部数分
○ ちばし社協だより　ｖｏｌ．１１９ 回覧部数分
○ 📞電話de詐欺は📞電話de対策！ 回覧部数分
○ どこシル伝言板 回覧部数分
○ 電動自転車のバッテリー盗難に注意！！ 回覧部数分

令和４年度　第９回班長会議　回覧・配布資料一覧
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要回覧 み自発第２２－５２号

み春野自治会員各位 令和５年１月２２日

み春野自治会

日頃から自治会活動に、ご参加・ご協力を賜りまして有り難うございます。

落とし物や忘れ物を拾ったというご連絡やお届けを集会所にいただくことが散見されますが、平成19年に改定された

「遺失物法」に基づいた取り扱いについて周知させていただきますので、よろしくお願いします。

https://www.police.pref.chiba.jp/kaikeika/window_lost-05_04.html

　集会所内での拾得物について、事務室にお届けいただいた場合で落とし主（遺失者）が速やかに分からない

　場合は、７日以内に警察（移動交番含む）に届出させていただきます。

拾得物ルールの周知について

自治会集会所内での拾得物の取り扱い

https://www.police.pref.chiba.jp/kaikeika/window_lost-05_04.html

